
  

〒569-0804 高槻市紺屋町１－２ クロスパル高槻２F 

開館日：月～金曜日 9：00～12：00／13：00～17：00 

             （土日祝日・年末年始を除く） 

お住まいの市町村の 
消費生活相談窓口を 
ご案内します い  や  や！ 

クロスパル高槻 ２F 
消費生活センター 



 
 
 

 

 

「注文した覚えのない荷物が届いた！」との相談が、消費生活センターに多く寄せられています。 
注文した覚えがなくても、プレゼントだったなどのケースも多く見受けられます。その荷物は、勝手に送

り付けられたものなのか、それとも親族や知り合いが事前に連絡せずに送ってきたものなのでしょうか。
商品を受け取ってしまった場合は、以下の流れを参考にして冷静に対処しましょう。 

※令和 3 年７月から、特定商取引法が改正され、一方的に送り付けられた 
商品は、期間を置かず直ちに処分することができるようになりました。 

商品を受け取った 代引きで商品を受け取った 

送り主が判明 送り主が不明 

開封した 未開封 

請求書同梱 請求書なし 

消費生活センターに
相 談 

解 決！ 

受け取り拒否できないか
配送業者へ問い合わせ 

数日経っても送り主から連
絡がなければ処分可能 

注文した覚えのない荷物が届いた！ 

対応に困ったり、不安な場合は、すぐに消費生活センターまでご相談ください 

家族や知人に送っていないか確認 

相手に心当たりがない場合
は、直ちに処分可能。 

事例のように、あたかも契約関係があるかのように電話をかけてくるケースもあります。今回
のケースでは、受け取り拒否するようにアドバイスし、相談者が配送業者へ「注文していないも
のなので、受け取りを拒否する。」と伝えたところ、商品を引き取ってもらったとの報告がありま
した。 

 「注文されていたカニを送ります。」と電話があった。着払いで 16,500 円とのこと。注文したこ
とを覚えていないのかとも思ったが、よく考えると、カニは食べないし、高額な注文をするはずもな
い。どうしたらいいか。  （70 歳代・男性） 



 
 
 

 

 

圧力鍋には調理時間を短縮できるなどのメリットがある一方、使い方を間違えると
大きなけがにつながることがあります。取扱説明書や注意表示をよく読んで使用し、
事故を防ぎましょう。 

 蒸気口など圧力調整部分が詰まった状態で使うと、ふたが飛んだり内容物が噴き出たり
することがあります。使用前は、異物が詰まっていないか、ふたがしっかり閉まるかなどを
確認しましょう。使用後の手入れもしっかり行いましょう。 

 
 亀裂などの劣化がみられるパッキンは使わず、新しいものと交換してください。 

 
 豆類などの皮のある食品や、カレー・シチューなどの粘性が高い食品は、圧力調整部分に

詰まる可能性があります。取扱説明書などで分量や調理方法を確認してください。 
 

 購入する際は、国が定めた安全基準に適合していることを示す PSC マークや電気圧力鍋
の場合は、あわせてＰＳＥマークの表示があるか確認しましょう。 

＜参 考＞  独立行政法人国民生活センター  
見守り新鮮情報 第 402 号（2021 年 9 月 7 日発行）「ふたや内容物が飛ぶことも！圧力鍋の使用に注意」 

 約 15 年前に購入した圧力鍋で豆を煮
ていたところ、突然大きな音とともにふたと
おもりが飛び、顔と頭を縫うけがをした。圧
力鍋のふたの手入れが不十分だった可能
性がある。  （60 歳代・女性） 

 圧力鍋でカレーを作っていてふたを開け
たところ、中身が飛び出して左の太ももに
手のひら大の熱傷を負った。 
（20 歳代・女性） 

順
位 

相  談  内  容 件数 

１ 商品一般（※） 117 

２ 移動通信サービス 
（携帯電話やスマートフォンサービスへの加入・利用等） 

71 

３ 化粧品 70 

４ 役務その他（開錠サービス、占いアプリ・サイト等） 69 

５ 他の教養・娯楽（出会い系サイト、インターネットゲーム等） 53 

６ 戸建住宅（屋根工事、増改築工事、新築建売住宅等） 43 

７ インターネット通信サービス 
（プロバイダやインターネット回線契約） 

41 

7 娯楽等情報配信サービス 
（アダルトサイト、映像配信サービス等） 

41 

9 集合住宅（賃貸アパート、新築分譲マンション等） 38 

10 健康食品 34 

※ 商品の相談であることが明確であるが、その商品を特定できない、または特定する必要のない相談 

苦情相談の多い商品やサービスの上位 10 項目 

令和３年度上半期の相談
件数は、苦情相談 1,267 件
で、前年度に比べて 309 件
（19.6％）減少しました。 

相談内容別で見ると、格
安スマホの契約やサポート内
容に関するトラブルや、お試
しのつもりで購入した化粧品
や健康食品が定期購入にな
っていた、といった相談が増
えています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年１２月発行 ・ 高槻市立消費生活センター 

 子どもが菓子やペットボトルの包装フィルム、シールなどを口に入れたり、かじって破片がなくなって
いることに気づいてヒヤリとしたことがありませんか。消費者庁・国民生活センターには、包装フィルム
やシールなどを誤飲してしまった事故情報が医療機関から寄せられています。 

＜参 考＞ 子ども安全メール from 消費者庁  
2021 年 9 月２８日 Vol.566 「包装フィルムやシールなどの誤飲に注意！」 

 目を離した隙に、プラスチックの菓子包装を飲み込んだ。直後から唾液
を出して吐き出そうとしており、その後も、時折その様子が見られたため
受診した。喉の奥に張り付いていた 3 ㎝×1 ㎝のプラスチック包装を取
り出した。 （０歳８か月） 
 

 昼寝の後、せき込んで、血や痰が混ざったものを２回吐いたため受診
し、口の中からシールが見つかった。シールは上の子の物で日中、持ち
歩いていた。 （０歳１０か月） 

 テーマ ： ウィズコロナ時代の賢い家計運営術 
 講 師 ： 大阪府金融広報委員会  

金融広報アドバイザー 八束 和音さん 

 日 時 ： ２月２５日（金）１４時００分～１５時３０分 

 会 場 ： クロスパル高槻５階視聴覚室   定 員 ： ２５名（申込順） 

 消費者庁では、「子どもを事故から守る！プロジェクト」として、様々な取組を実施しています。その取組
の一つとして、メール配信サービス「子ども安全メール from 消費者庁」にて、子どもの思わぬ事故を防
ぐための注意点や豆知識をお届けしていますので、是非ご活用ください。 

これらのものは、身近で子どもが手に取りやすく危険性を低く捉えがちですが、口に入れると窒息
のおそれがあります。事故を防ぐために以下のことに注意しましょう。 

 包装フィルムやシールがついているもの、容器などで、遊ばせないようにしましょう。
年上の子どもが遊んでいるシール等も同様です。 

 
 包装フィルムを子どもが誤って口にしないように、お菓子は必要に応じて包装を取っ

てから食べさせるなどの工夫をしましょう。 
万が一、誤飲した後、声を出せない、苦しそうな呼吸、顔色が急に青くなるなど窒息
が疑われる変化が現れた場合は、すぐに背中を叩く「背部叩打（こうだ）法」などの
応急処置を続けてください。 

 

 コロナ禍で私たちの消費行動はどのように変化したのでしょうか。見直すべき支出と過剰に節約
すべきではない費用など「ウィズコロナ時代」の家計運営術を詳しく解説していただきます。 


